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不妊治療の保険適用

事務局論点資料

資料２－２





2

政策の成案化までのプロセス
 保険適用について社会的な合意が得られていることを確認（R2.12）
社会保障審議会医療保険部会（※）における議論を経て、保険適用に向けた検討を進めるべきとされた。
（※）医師会等の医療関係団体、経済団体、労働者団体、自治体、アカデミア等で構成

 不妊治療に関する医学的なエビデンスの整理
不妊治療に関する実態調査や、関係学会における診療ガイドラインの策定（R3.6）等
→ 中央社会保険医療協議会（中医協）において、ガイドラインで整理された医学的エビデンスに基づき、保険適用
の対象となる不妊治療の具体的な内容等を議論

 様々なステークホルダーからの意見聴取により関係者間の合意を形成
ガイドラインを作成した学会、不妊治療を実施する医療機関、患者の支援団体等から公開の場でそれぞれの意見を
聴取

政策設計上の工夫
 不妊治療の実績データを各医療機関から専門学会が収集・蓄積するスキーム

← こうしたデータの動向を踏まえつつ、対象範囲の拡大や年齢等の要件の見直しなどについて、今後の検
討を可能に。

不妊治療の保険適用に係る経緯等（２）
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平成16年度～ 特定不妊治療への助成金の創設
～ 支給実績：約17,000件（平成16年度）→約135,000件（令和２年度）

令和２年５月29日 「少子化社会対策大綱」（閣議決定）
～ 適応症と効果が明らかな治療には広く医療保険の適用を検討

令和２年９月16日 「菅内閣の基本方針」（閣議決定）
～ 不妊治療への保険適用を実現

令和２年12月15日 「全世代型社会保障改革の方針」（全世代型社会保障検討会議）
～ 不妊治療への保険適用を早急に実現

令和２年12月23日 社保審（医療保険部会）：「議論の整理」
～ 保険適用に向けた議論を進めることを確認

令和３年１月13日 中医協（総会）：社保審の「議論の整理」の報告、議論を開始
～令和３年４月14日 中医協（総会）：「不妊治療の実態に関する調査研究」の報告
～令和３年７月21日 中医協（総会）：「生殖医療ガイドライン」の報告
～令和３年11月17日 中医協（総会）：ステークホルダーへの個別の意見聴取

令和３年12月15日 中医協（総会）：適用の方向性の了承

令和４年２月９日 中医協：診療報酬の改定案を答申

令和４年３月４日 厚生労働省告示（診療報酬の算定方法の一部を改正する件）

令和４年４月１日 不妊治療への保険適用

関係イベントのタイムライン



 従前からの経済的負担軽減を目的とした助成金は、随時拡充・見直しが行われてきたが、晩婚・晩
産化に伴う不妊治療のニーズの高まりに加え、
－ 社会的な理解を求める当事者の声、一般層での不妊治療を受容する認識の広がり
－ 不妊治療による出生児の数・割合の増加
などの様々な環境の変化を背景に、政権の基本的な方針に位置付けられ、保険適用の検討が加速。

 検討の過程では、不妊症に関する国際的な定義、不妊治療の実態、健康保険制度における疾病の考
え方や、専門学会が作成したガイドラインで整理されたエビデンスに基づく議論が行われた。

 中央社会保険医療協議会（中医協）では、公開の場において各ステークホルダー（治療の提供者
側・患者側、企業・労働者団体等）から意見を聴取し、専門的・技術的な面だけでなく、当事者と丁
寧なコミュニケーションを行うことで社会的な合意形成を図り、適用の方向性が固まった。

 令和４年４月の保険適用後も、不妊治療の実績データを各医療機関から専門学会が収集・蓄積する
スキームとしており、こうしたデータの動向を踏まえた今後の検討を可能とした。

⇒ 不妊治療の保険適用は、晩婚化等により不妊治療の必要性が高まってきた中で、従前の施策では経済
的負担、仕事との両立等の観点から支援として不十分という当事者の声や、医学的な実績の蓄積など
の社会状況の変化を捉え、政権の基本方針に反映した上で、無謬性にとらわれず、機動的に医学的エ
ビデンスに基づく検討や社会的な合意の確認・形成を行い、政策の転換を行ったものと捉えられるの
ではないか。また、今後、不妊治療の実績データを収集・蓄積することで、機動的な見直しを可能と
していることも積極的に評価できるのではないか。

政策の見直しの過程、優れている点
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とりまく環境の変化（１）

「不妊治療と経済的負担に関するアンケート2018」（NPO法人Fine）を基に、行革事務局が作成

○ 患者団体によるアンケート

・ 不妊治療の経験者の約半数が、経済的な理由で治療の
ステップアップに影響があったと回答（上左図）

・ 若年層でより影響があった傾向にある（上右図）
・ なお、不妊を心配しているが、治療をしたことがない
最も多い理由も経済的な負担（左図）
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とりまく環境の変化（３）

「企業において不妊治療をするために仕事を休んだり早退とか遅刻をする必要があるのだなということを
御理解いただくというのはすごく大事なことだと思っています。不妊治療はちょっと特殊な治療で、頻
回な通院とか突発的な通院が発生してしまいます。そうしたことを御理解いただけないと、何でそんな
にしょっちゅう休むの、何で急に休むのということで、職場での信用を失ってしまうのです。」

「令和２年度子ども・子育て支援推進調査研究事業不妊治療の実態に関する調査研究」（厚生労働省）を基に、行革事務局が作成

○ 不妊治療当事者へのアンケート調査②

○ 患者団体の意見
第497回 中央社会保険医療協議会 総会（令和３年11月17日）

NPO法人Fine松本代表へのヒアリングから抜粋






